
「瀬戸・高松広域定住自立圏」取組状況一覧

【生活機能の強化】 ※　○印については，平成２５年度から取組　◎印については，既に連携している取組の一部を平成２５年度から拡充する取組
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(1)遠隔医療ネットワー
クを使った連携

○ ● ● ● ● ●

　かがわ遠隔医療ネットワークを利用して，診療情報の
交換，地域の医療機関相互の情報の交換，患者の受渡し
などを行います。

　高松市民病院が，かがわ遠隔医療ネットワークに参加
し，患者の受入，受入前後の治療の支援など，遠隔医療
の支援医療機関として上記の事業に取り組みます。

・町立医療機関が，かがわ遠隔医療ネットワークに参加
し，活用します。
・区域内の医療機関に遠隔医療への参加と活用を呼びか
け，また，高松市民病院での治療が必要な患者の受渡し
が円滑にできるよう努めます。

　かがわ遠隔医療ネットワークに引き続き参画してい
る。
　読影診断１６件，医療情報連携２件

継
続

(2)医療機関の整備推進
等

● ● ● ● ●

・高松市が，高松市民病院および高松市民病院附属香川
診療所を移転統合した新病院の整備を推進します。
・高松市医師会看護専門学校と木田地区医師会附属准看
護学院が行う医療従事者の養成を支援します（費用は，
人口に応じて負担します。）。
・定住自立圏等民間投資促進交付金の対象事業を活用し
て，圏域の医療水準の充実を図ります。

・左記新病院の整備を推進します。
・高松市医師会看護専門学校および木田地区医師会附属
准看護学院に補助金を交付します。
・民間事業者が定住自立圏等民間投資促進交付金を利用
して行う中心市街地の再開発ビルへのメディカルモール
の活用を図ります。
・民間医療法人が定住自立圏等民間投資促進交付金を利
用して行う医療機器整備事業の活用を図ります。
・直島町と連携して，民間事業者が定住自立圏等民間投
資促進交付金を利用して行う通院環境整備事業（船舶）
の活用を図ります。

・整備された新病院を圏域の中核病院として利用しま
す。
・三木町は，木田地区医師会附属准看護学院に補助金を
交付します。
・直島町は，民間事業者が定住自立圏等民間投資促進交
付金を利用して行う通院環境整備事業（船舶）の活用を
図ります。

【保健所保健対策課地域医療対策室】
　看護師・准看護師養成所の運営に対して助成を行っ
た。
【新病院整備課】
　部門別運用マニュアル作成に着手するとともに，平
成２５年２月末に実施設計業務が完了した。また，一
部未取得であった整備用地を取得するとともに，整備
地内の埋蔵文化財発掘調査や整地工事等を行った。
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(3)医療職員の交流等 ● ● ● ● ●

・高松市民病院において，各市町立医療機関の医療職員
に実地研修を行います。
・この事業の対象となる医療職員とは，看護師，助産
師，臨床検査技師，薬剤師，理学療法士等で，医師およ
び歯科医師は含まれません。

　連携市町の医療職員に高松市民病院で実地研修を受け
る機会を提供します。

　高松市民病院から提供される機会を活用して，各市町
立医療機関の医療職員が実地研修を受けられるようにし
ます。

　各市・町立医療機関との間で，実地研修計画の策定
に向けて検討中である。
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(1)救急医療体制の整備 ● ● ●

・休日在宅当番医制および病院群輪番制の実施について
支援を行います（費用は，人口に応じて負担しま
す。）。
【初期救急医療体制】
・休日・・・・・休日在宅当番医制
・夜間・・・・・高松市夜間急病診療所
・歯科医療（休日および平日夜間）・・・高松市歯科救
急医療センター
【第２次救急医療体制】
・夜間・・・病院群輪番制

・高松市医師会，木田地区医師会，綾歌地区医師会の行
う休日在宅当番医制や高松市民病院等が実施する病院群
輪番制を支援します。
・高松市夜間急病診療所を管理運営します。
・高松市歯科医師会の行う高松市歯科救急医療センター
の運営を支援します。

  高松市医師会，木田地区医師会，綾歌地区医師会の行
う休日在宅当番医制や高松市民病院等が実施する病院群
輪番制を支援します。

　指定管理者制による高松市夜間急病診療所の運営
や，地区医師会への委託により休日在宅当番医制を実
施したほか，輪番病院の運営及び休日・夜間における
歯科診療事業に対して助成を行った。
　また，夜間急病診療所の移転整備事業を継続して
行った。
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(2)救急艇の活用 ● ● ●

　高松市が整備した救急艇「せとのあかり」（以下「救
急艇」という。）を活用して海上搬送ネットワークを構
築し，島しょ部の救急患者等の搬送を行います。

　救急艇を土庄町，小豆島町，直島町の港まで出向さ
せ，救急患者等を目的地まで搬送します。

　救急患者等の搬送に，各町の医療従事者等が付き添う
など，適切かつ円滑に救急艇を活用します。

　搬送実績
　　土庄町：７件
　　小豆島町：２３件
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(1)ファミリー・サポー
ト・センター事業

● ● ●

・会員同士が地域において育児について相互援助活動を
行う「ファミリー・サポート・センター」の事業を実施
します。
・ファミリー・サポート・センターは，幼児や小学生の
児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として，
児童の預かり等の援助を希望する方と，当該援助を行う
ことを希望する方との相互援助活動に関する連絡，調整
を行います（費用は，対象児童人口に応じて負担しま
す。）。

  たかまつファミリー・サポート・センターを設置し，
管理運営します。

・たかまつファミリー・サポート・センターの運営を支
援します。
・たかまつファミリー・サポート・センターの行う育児
に関する相互援助活動を住民に周知します。
・さぬき市は，さぬき市ファミリー・サポート・セン
ターが実施する会員養成講座や援助活動について，住民
が相互に利用できるよう対応します。

　登録会員数実績：１，９３７人
　　(うち三木町　７９人 　綾川町　６２人)
　援助活動実績件数：５，３４８件
　　(うち三木町　１４３件　 綾川町　４１７件)
　会員養成講座：７回（１回当り９講座）
　　(うち三木町　１回 　綾川町　１回)
　会員スキルアップ講座：２回
　会員交流会：２回
　ファミサポ通信：１２,１３号発行

継
続

(2)高齢者セーフティ
ネットワーク事業

● ● ●

　「高齢者セーフティネットワーク」を整備し，円滑な
運営を支援します。

　高松北警察署，高松南警察署，高松西警察署，高松東
警察署，高松市各種関係団体等によるネットワークを整
備し，連絡調整を行います。

・さぬき市は，さぬき警察署，さぬき市各種関係団体等
によるネットワークを整備し，連絡調整を行います。
・三木町は，高松東警察署，三木町各種関係団体等によ
るネットワークを整備し，連絡調整を行います。
・綾川町は，高松西警察署，綾川町各種関係団体等によ
るネットワークを整備し，連絡調整を行います。

　平成２５年３月１日に，情報交換および連携の確認
のための連絡会を実施した。
　なお，定住自立圏域での本ネットワークの使用は０
件であった。

継
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(3)地域密着型サービス
（認知症対応型共同生
活介護）広域利用事業

●

　認知症対応型共同生活介護サービス事業所のない連携
町の認知症高齢者（若年性を含む。以下，この取組みに
ついて同じ。）の方が，中心市の認知症対応型共同生活
介護サービスを利用しやすくなるよう，中心市の制度運
用を見直します。

　直島町から中心市に転入された認知症高齢者の方が，
円滑に中心市の認知症対応型共同生活介護サービスを利
用できる制度運用とします。

　直島町は，中心市の認知症対応型共同生活介護サービ
スの利用について，住民に周知するとともに，行政区域
内でのサービス提供事業者の進出に努めます。

　高松市地域密着型サービス事業者指定に係る制限に
関する要綱において，本市域内の地域密着型サービス
（認知症対応型共同生活介護）については，原則，本
市転入後６ヶ月を経過しない者の利用または入居はで
きないが，当該サービス事業所がない直島町からの転
入者には，６ヶ月が経過していなくても利用または入
居できる運用とするため，当該要綱を一部改正し，４
月１日から施行している。

平成２４年度　取組実績施策に係る取組（事業）
区
分

b
福
祉

政
策
分
野

施　策

２　救急
医療体制
の確保

３　子育
て支援お
よび高齢
者保護の
充実

甲「中心市」の役割 乙「連携市町」の役割

連携市町

事　業　概　要

１　医療
を安定的
に提供で
きる体制
の確保

a
医
療

資料１ 

1



さ
ぬ
き

東
か
が
わ

土
庄

小
豆
島

三
木

直
島

綾
川
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施　策 甲「中心市」の役割 乙「連携市町」の役割

連携市町

事　業　概　要

新
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(4)自立支援協議会運営
事業

○ ○

・障害福祉の関係機関等で構成される高松圏域自立支援
協議会の中心となる相談支援事業所と連携し，障がい者
への支援に努めます。
・地域自立支援協議会の活性化を図るため，円滑な運営
を支援します。

　相談支援事業所と連携し，障がい者への支援に努める
とともに，三木町，直島町と連携して，地域自立支援協
議会の運営費を負担するなど，運営事業について支援し
ます。

　高松市と連携して，地域自立支援協議会の運営費を負
担するなど，運営事業について支援します。

継
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(1)介護認定審査会業務
の連携

● ● ●

　介護認定審査会業務を連携して行います（費用は，件
数等に応じて負担します。）。

　連携町の介護認定審査会業務を受託し，処理します。 　介護認定審査会業務を高松市に委託します。   高松市と三木・直島・綾川３町との「介護認定審査
会業務の事務委託に関する規約」に基づき，介護認定
審査会業務を行った。
　介護認定申請件数
　　高松市２３，３２９件
　　三木町　１，７４１件
　　直島町  　　１９３件
　　綾川町  １，７０３件

継
続

(2)障害程度区分等審査
会業務の連携

● ● ●

　障害程度区分等審査会業務を連携して行います（費用
は，件数に応じて負担します。）。

　連携町の障害程度区分等審査会業務を受託し，処理し
ます。

　障害程度区分等審査会業務を高松市に委託します。 　審査会を４８回開催した。
　　審査件数
　　　高松市７２５件
　　　三木町６７件
　　　直島町３件
　　　綾川町４６件

c
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育

５　中学
校総合体
育大会等
の連携
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中学校総合体育大会等
の連携

● ●

　それぞれの市町中学校総合体育大会，新人体育大会，
駅伝競走大会を統一の「高松地区大会」として開催しま
す。

・高松市教育委員会が，高松地区中学校体育連盟，高松
地区中学校長会，三木町教育委員会および直島町教育委
員会と共に高松地区中学校総合体育大会等を主催しま
す。
・大会の会場等として高松市の設置するスポーツ施設等
の活用を図ります。

・三木町教育委員会および直島町教育委員会が，高松地
区中学校体育連盟，高松地区中学校長会および高松市教
育委員会と共に高松地区中学校総合体育大会等を主催し
ます。
・大会の会場等として三木町，直島町の設置する施設等
の活用を図ります。

　参加人数
　　第４回総体　５，３６９人
　　第４回新人　４，４５８人
　　第４回駅伝   　 ４４２人

継
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(1)観光プロモーション
事業

● ● ● ● ● ● ●

・公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローを
実施主体とする観光プロモーション事業を行います。
・観光プロモーション事業は，圏域のイメージアップや
集客力を高める独創的な事業を公募し，公開プレゼン
テーションを経て認定します。認定されれば，ホーム
ページでのPRや補助金の交付が受けられます。

　公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローの
主たる出資者として，同財団を実施主体とする観光プロ
モーション事業を行います。

・公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローの
賛助会員等として，同財団の実施する観光プロモーショ
ン事業を支援します。
・地域の特色を観光客誘致に活用します。
　

　平成２４年度観光プロモーション認定事業である
「台湾，香港，韓国を中心としたアジアからの関西へ
の個人旅行向けプロモーション事業」において，パン
フレットを作成し，香川県，高松市および連携市町の
ＰＲを実施した。

継
続

(2)新たな観光プランの
企画，販売等

● ● ● ● ● ●

　公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローを
実施主体とする「ぷち旅プラン（着地型旅行商品）」の
企画・販売事業を行います。

　公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローの
主たる出資者として，同財団を実施主体とする「ぷち旅
プラン（着地型旅行商品）」の企画・販売事業を行いま
す。

・公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローの
賛助会員等として，同財団の実施する「ぷち旅プラン」
の企画・販売事業を支援します。
・特有の観光資源やイベントなど，地域の特色を観光客
誘致に活用します。

　（公財）高松観光コンベンション・ビューローが着
地型観光プラン（ぷち旅プラン）として，全１６コー
スのうち連携市町の観光資源を含む３コースを設定し
販売した。

継
続

(3)国内外観光客向け情
報発信事業

● ● ● ● ● ● ●

　英語版のホームページを作成して圏域全体を対象とす
る内容での管理運営を行い，圏域内の観光情報等を国内
外に発信します。

・英語版ホームページを作成するほか，圏域の魅力を発
信するための取組を企画・実施します。
・インターネット上の検索サイト（英語版）にリスティ
ング広告を掲出して上記ホームページへ誘導することに
より，閲覧者の増加を図ります。
注）上記「英語版」については，平成２３年３月から中
国語版および韓国語版を加え，充実を図っています。

・高松市が実施する圏域の魅力を発信するための取組に
ついて，広報媒体を使用して広く周知するとともに，英
語版ホームページを作成し，高松市の英語版ホームペー
ジとリンクさせます。
・特有の観光資源やイベントなど，地域の特色を観光客
誘致に活用します。

　海外観光客向け情報発信事業である英語ブログサイ
ト「アート・シティ高松」に，アートに関するスポッ
トなどについて取り上げてもらうとともに，連携市町
に当サイトへのリンクを依頼した。

継
続

(4)イベント交流の促進 ● ● ● ● ● ● ●

　中心市および連携市町の祭りや各種イベントなどにお
いて，周知宣伝活動を行うとともに，相互交流に取り組
みます。

　連携市町が実施する祭りや各種イベントなどの周知宣
伝活動を行うとともに，相互交流を促進します。

　高松市が実施する祭りや各種イベントなどの周知宣伝
活動を行うとともに，相互交流に取り組みます。

　イベント開催時に，連携市町のＰＲ等に取り組み，
相互交流による観光振興を図った。

d
産
業
振
興

７　中心
市街地に
おけるに
ぎわいの
創出

継
続

高松市中心市街地活性
化基本計画に基づく取
組

● ● ● ● ● ● ●

・中心市街地の，にぎわい・回遊性の促進を図るため，
「商業・サービス業の高度化」，「回遊したくなる中心
市街地づくり」，「定住人口の増加」を基本的な方針と
して，市街地の整備改善事業，商業活性化事業など50事
業を実施し，業務機能や商業機能を主とした都市機能の
強化を図ります。
・中心市街地の活性化の目標として，「テナントミック
ス等による商業・サービスの魅力強化と効果の波及」
「来街者の回遊促進」「魅力的な住宅供給による居住推
進」を掲げています。
・高松市中心市街地活性化基本計画期間は，平成１９年
度から２４年度までの計画です。
・次期計画を平成２５年度から５ヵ年の計画期間で策定
予定です。

・高松市中心市街地活性化協議会の活動を支援します。
・高松市中心市街地活性化基本計画に基づき，中心市街
地における中央商店街の活性化を推進します。

　整備された中心市街地の機能について，住民の利用向
上を図ります。

　【市街地再開発事業】
　　Ｇ街区市街地再開発事業　補助金
　【商店街共同施設整備事業】
　　Ａ,Ｂ,Ｃ街区アーケード整備事業補助金
　　平成２３年度～２６年度補助
　　Ｇ街区駐車場整備事業補助金
　　平成２４年度～２７年度補助
　　Ｇ街区アーケード・街路整備事業補助金
　　平成２４年度～２５年度補助
　　Ｇ街区駐輪場整備事業補助金
　　平成２４年度

b
福
祉

d
産
業
振
興

３　子育
て支援お
よび高齢
者保護の
充実

６　観光
の振興

４　広域
的な審査
会の実施
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平成２４年度　取組実績施策に係る取組（事業）
区
分

政
策
分
野

施　策 甲「中心市」の役割 乙「連携市町」の役割

連携市町

事　業　概　要

継
続

(1)災害時の応援体制等 ● ● ● ● ● ● ●

・災害時相互応援協定を締結し，大規模災害時に，次の
ような物資・労力等の相互応援を行います。
・食糧，飲料水および生活必需物資の供給やその供給に
必要な資機材の提供
・被災者の救出，医療，防疫，施設の応急復旧等に必要
な資機材や物資の提供
・救援活動に必要な車両や舟艇等の提供
・被災者を一時収容するための施設の提供
・被災児童，生徒等の一時受入
・救援および応急復旧等に必要な職員の派遣
・その他特に要請があった事項

　連携市町と災害時相互応援協定を締結し，相互応援を
行います。

　高松市と災害時相互応援協定を締結し，相互応援を行
います。

　平成２４年４月１３日付けで，１市５町に新たにさ
ぬき市および東かがわ市を含めた３市５町での災害時
相互応援協定を締結し，防災対策，防災体制の充実・
強化に努めたほか，物資・労力等の相互応援を行うこ
ととした。

継
続

(2)香川県消防相互応援
協定

● ● ● ● ● ● ●

　消防組織法（昭和２２年法律第226号）第２１条の規定
により締結されている香川県消防相互応援協定に基づい
て大規模災害等発生時に相互に応援を行います。

　連携市町と締結している香川県消防相互応援協定に基
づいて相互応援を行います。

　高松市と締結している香川県消防相互応援協定に基づ
いて相互応援を行います。

　相互応援体制を維持し，不測の事態に備えた。

継
続

(3)高松空港およびその
周辺における消火救難
活動に関する協定

● ●

　高松空港や圏域における航空機災害発生に際し，各市
町の消防機関が空港事務所と協力して消火救難活動を行
います。

　連携町と締結している高松空港およびその周辺におけ
る消火救難活動に関する協定に基づいて相互応援を行い
ます。

　高松市と締結している高松空港およびその周辺におけ
る消火救難活動に関する協定に基づいて相互応援を行い
ます。

　消火救難活動体制を維持し，緊急対応に備えた。

継
続

(4)消防業務の事務委託 ● ●

　消防組織法および消防法に定める連携町の消防事務
（消防団に関する事務，水利施設の設置，維持および管
理に関する事務ならびに水防に関する事務を除く。）を
高松市が受託し，処理します（委託者は，委託事務に要
する人件費および物件費を負担します。）。

　消防組織法および消防法に定める連携町の消防事務
（消防団に関する事務，水利施設の設置，維持および管
理に関する事務ならびに水防に関する事務を除く。）を
受託し，処理します。

　消防組織法および消防法に定める消防事務（消防団に
関する事務，水利施設の設置，維持および管理に関する
事務ならびに水防に関する事務を除く。）を高松市に委
託します。

　受託町における消防行政を円滑に実施するととも
に，安全で安心して暮らせるまちづくりを推進した。

継
続

(1)一般廃棄物の処理業
務

●

　連携町の一般廃棄物（し尿および浄化槽汚泥を除
く。）処理業務を高松市が受託し，処理します（委託者
は，処理量等に応じて費用を負担します。）。

　西部クリーンセンターの設置者として，連携町からの
委託を受け，同センターにおいて，連携町の区域から生
じる一般廃棄物（し尿および浄化槽汚泥を除く。）の処
理業務（収集，運搬および最終処分の業務を除く。）を
行います。

　区域内から生じる一般廃棄物（し尿および浄化槽汚泥
を除く。）の処理業務（収集，運搬および最終処分の業
務を除く。）を高松市に委託します。

　綾川町から委託を受け，同町の区域から生じる一般
廃棄物の中間処理を行った。
【処理実績】
〈焼却〉綾川町分 　  ４，２３９.２０㌧
        高松市分　 ５０，７７９.２０㌧
〈破砕〉綾川町分    　 　７２１.８１㌧
        高松市分　   ７，８４２.７２㌧

継
続

(2)し尿処理業務 ● ●

　連携町のし尿および浄化槽汚泥の処理業務を高松市が
受託し，処理します（委託者は，処理量に応じて費用を
負担します。）。

　連携町からの委託を受け，連携町の区域から生じるし
尿および浄化槽汚泥の処理業務を行います。

　区域内から生じるし尿および浄化槽汚泥の処理業務を
高松市に委託します。

　三木町・綾川町から排出されたし尿および浄化槽汚
泥の処理を行った。

　（内訳）
　　　　　し尿　　浄化槽汚泥　　計

継
続

(3)し尿貯留槽管理業務 ●
　国分寺し尿貯留槽の管理を綾川町が受託し，処理しま
す（委託者は，量，人口等に応じて費用を負担しま
す。）。

　国分寺し尿貯留槽の管理を綾川町に委託します。 　高松市からの委託を受け，国分寺し尿貯留槽の管理を
行います。

　国分寺町し尿貯留槽の管理を，綾川町が受託し管理
した。

継
続

(4)一般廃棄物の埋立処
分業務

●

　高松市国分寺地区から排出される一般廃棄物を中間処
理した後に生じる残さの埋立処分業務について，綾川町
に委託し，処理します（委託者は，処理量等に応じて費
用を負担します。）。

　国分寺地区から生じる一般廃棄物（し尿および浄化槽
汚泥を除く。）を中間処理した後に生じる残さの埋立処
分について，綾川町に委託します。

　高松市からの委託を受け，国分寺地区から生じる一般
廃棄物（し尿および浄化槽汚泥を除く。）を中間処理し
た後に生じる残さの埋立処分を行います。

　国分寺町地区から排出される一般廃棄物を中間処理
した後に生じる残さの埋立処分を綾川町に委託した。
 埋立量 国分寺町地区分 １，３５８.０４㌧
 　※参考（綾川町分９５０.１８㌧）

８　消
防・防災
体制の強
化

９　一般
廃棄物処
理体制の
確保

e
そ
の
他
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平成２４年度　取組実績施策に係る取組（事業）
区
分

政
策
分
野

施　策 甲「中心市」の役割 乙「連携市町」の役割

連携市町

事　業　概　要

e
そ
の
他

１０　不
法投棄の
防止

継
続

不法投棄対策事業の推
進

◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ●

・相互に連携して不法投棄対策事業を推進します。
・三木町，綾川町と高松市が共同で，各自治体の境界線
付近で不法投棄が多く見られる場所において，不法投棄
撲滅ふれあいクリーン作戦を実施します。
・土庄町，小豆島町，直島町と高松市が同一趣旨で，同
時期開催による海岸線の不法投棄撲滅ふれあいクリーン
作戦を実施します。
・さぬき市，東かがわ市，土庄町，小豆島町，直島町と
高松市が，瀬戸内国際芸術祭の開催に当たり，「おもて
なしクリーン作戦」として，同時期に芸術祭開催地域一
体の海岸清掃活動を実施します。

　さぬき市，東かがわ市，土庄町，小豆島町，三木町，
直島町，綾川町との取組において，国，県，関係団体と
連携し，地域住民と協働して，不法投棄撲滅ふれあいク
リーン作戦などの圏域内における不法投棄対策事業を推
進します。

　さぬき市，東かがわ市，土庄町，小豆島町，三木町，
直島町，綾川町は，地域住民と協働し，高松市と連携し
て，，不法投棄撲滅ふれあいクリーン作戦などの不法投
棄対策事業を推進します。

【三木町】
　１１月４日に三木町において，きれいな自然環境を
守ろう！高松・三木出会いふれあいクリーン作戦を実
施した。三木町７０人，本市８５人の総勢１５５人が
参加し，１０kgのごみを回収した。
【綾川町】
　平成２５年１月２７日に高松空港周辺において，高
松エアポートクリーン作戦を実施した。綾川町側参加
者は１０４人，ボランティアなど総勢２，０００人が
参加し，３,０００kgのごみを回収した。
【土庄町，小豆島町，直島町，さぬき市】
　本市で７月８日実施の，あじ水ぎわクリーン作戦を
核として，海開き前に同一趣旨で，海岸線等の不法投
棄撲滅ふれあいクリーン作戦を実施したが，地元の事
情から実施期間は６月～８月の期間内での開催となっ
た。
　本市では９５０人，直島町では５００人，土庄町で
は８２人，小豆島町では７８７人，さぬき市では１，
０５７人が参加し，２６,８８６kgのごみを回収し
た。
【東かがわ市】
　不法投棄対策事業の実施方法の意見交換等を行っ
た。

【結びつきやネットワークの強化】
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１１　公
共交通機
関の利用
促進

継
続

公共交通機関の利用促
進

● ● ● ●

　マイカーから公共交通機関への利用の転換を誘導する
パークアンドライドの推進を始め，利用者の利便性向上
に取り組みます。

・中心市街地の移動手段として，レンタサイクル事業を
行います。
・圏域における公共交通の課題および利用者の利便性向
上について，さぬき市，東かがわ市，三木町，綾川町と
連携して継続的に調査し，効率的かつ効果的な公共交通
機関の利用促進手法の検討を行います。
・ことでん仏生山駅を始めとする交通結節点周辺のパー
クアンドライド駐車場整備を検討します。

・さぬき市は，ＪＲ・ことでん駅周辺等でのパークアン
ドライド駐車場整備を主体に，公共交通機関利用促進に
係る検討を行います。
・　東かがわ市は，ＪＲ駅周辺等でのパークアンドライ
ド駐車場整備を主体に，公共交通機関利用促進に係る検
討を行います。
・三木町は，ことでん学園通り駅に近接する民間商業施
設の駐車場の一部を，パークアンドライド駐車場として
活用するなど，パークアンドライドの推進に努めます。
・綾川町は，ことでん琴平線への新駅の設置，パークア
ンドライド駐車場整備および町営バスの高松市域内鉄道
駅への結節などを主体に，公共交通機関利用促進に係る
検討を行います。
・高松市と連携して効率的かつ効果的な公共交通機関の
利用促進手法の検討を行います。

【高松市】
　中心市街地内移動の利便性向上のため，既存施設（７レ
ンタサイクルポート・１，２５０台）を活用した，レンタ
サイクル事業を行った。
　利便性と利用率の向上を目指し，７月にレンタサイクル
ポートの再配置（南部駐車場内から丸亀町グリーン駐輪場
内に移設）を行った。
　２３年度に実施した２つのバス運行社会実験の検証を行
うとともに，総合都市交通計画に掲げる施策の推進に取り
組むため，ことでん新駅の設置やバス路線の再編など，早
期に実施すべき具体的施策についての調査・検討を行っ
た。
　過度に自動車利用に依存した現状から，公共交通利用へ
の転換を図るため，公共交通利用促進条例（仮称）の制定
に向け，条例素案を取りまとめた。
【さぬき市】
　さぬき市広報紙およびホームページを用いた，パークア
ンドライド駐車場の利用に関する周知・募集活動を実施し
た。
【三木町】
　ことでん学園通り駅に整備しているパークアンドライド
駐車場の運営を行った。
　年間契約数：延べ５１２台（月平均４２.６７台）
　広報紙での利用促進に努めた。
【綾川町】
　ことでん琴平線の陶駅～滝宮駅間の新駅整備に向けて，
県の補助を受けて「綾川町交通結節機能強化計画」を策定
した。
　社会資本整備総合交付金を活用し，新駅の周辺整備に取
り掛かり，新駅へのアクセス道となる町道萱原本線および
駅前広場の用地取得を行った。

平成２４年度　取組実績

連携市町

区
分

施　策

政
策
分
野

事　業　概　要 甲「中心市」の役割 乙「連携市町」の役割施策に係る取組（事業）

　
ｆ
地
域
公
共
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通

4



さ
ぬ
き

東
か
が
わ

土
庄

小
豆
島

三
木

直
島

綾
川

平成２４年度　取組実績施策に係る取組（事業）
区
分

政
策
分
野

施　策 甲「中心市」の役割 乙「連携市町」の役割

連携市町

事　業　概　要

１２　海
上交通の
確保・充
実

継
続

海上交通の確保・充実 ● ● ●

・海上交通利用者の利便性の向上に取り組みます。
・瀬戸内国際芸術祭（以下「芸術祭」といいます。）の
開催に当たり，必要な交通手段の確保・充実に関する支
援を行います。

・圏域における海上交通の課題および海上交通利用者の
利便性の向上について，連携して継続的に調査し，効率
的かつ効果的な海上交通の確保・充実の方策について検
討を行います。
・海上交通と接続する中心市街地の移動手段として，レ
ンタサイクル事業を行います。
・芸術祭の開催に当たり，高松・島しょ部間の海上交通
を始めとする必要な交通手段の確保・充実に関して支援
します。

・海上交通機関の乗継ぎの利便性の向上に取り組みま
す。
・土庄町は，港湾施設周辺環境整備として，土庄港中央
桟橋周辺の緑化整備事業を行います。
・小豆島町は，２５年度から２６年度において，小豆島
側の港湾環境整備として，駐車場，駐輪場および公衆便
所を整備します。
・圏域における海上交通の確保・充実に向けた調査，検
討等を行います。
・土庄町と小豆島町は，２２年度から２４年度におい
て，「地域公共交通活性化・再生総合事業」として，実
証運行（運航）に取り組みます。
・直島町は，２２年度において，宮浦港駐車場整備等を
実施します。
・芸術祭の開催に当たり，必要な交通手段の確保・充実
に関して支援します。

【高松市】
　「高松市離島航路確保維持改善協議会」において，「男
木～高松航路改善計画」に基づく「離島航路３ヵ年計画
（平成２５年度～２７年度）」を策定するなど，引き続き
男木航路の確保・維持・改善に向けた協議・検討を行い，
冬季減便の廃止および傭船料金の値上げを行った。
　瀬戸内国際芸術祭２０１３（春会期）の開催に合わせ，
乗船定員の増員を行った。
【土庄町】
　瀬戸内国際芸術祭２０１３の開催に当たり，小豆島オ
リーブバスおよび小豆島町と連携し，航路との接続等を考
慮した「芸術祭線」の運行を行った。
　豊島において町直営による自家用有償運送として，有料
コミュニティバスを１日７便運行した。また，フェリーへ
の接続を考慮したダイヤを設定するため，港を起点とした
運行経路とし，さらなる利便性向上のため，航路への接続
を基盤としたダイヤ改正を実施した。
【小豆島町】
　ジャンボフェリー就航1周年を記念して，地域住民主導の
ウォーキング大会や神戸みなとまつりでのキャンペーン等
の実施や，瀬戸内国際芸術祭２０１３の開催に向けて，坂
手港周辺の環境整備やアート作品の展開等を実施した事
で，海上交通利用者の利便性の向上が図られた。
【直島町】
　宮浦港港湾施設パトロール事業，港湾各所改良・補修，
港湾整備等を実施した。
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１３　ブ
ロードバ
ンドの利
用環境の
向上等

継
続

ブロードバンド利用環
境の向上等

● ● ● ● ● ● ●

　情報通信網の超高速化やＩＣＴ利活用推進，電子自治
体推進といった共通の課題について，情報交換，調査，
検討等を行いながら，ブロードバンド基盤の効果的な整
備を推進します。

・連携市町のブロードバンドの利用環境の向上に資する
情報提供を行う等，調査，検討等を支援します。
・圏域内のブロードバンドの活用について，情報交換，
調査，検討等を行います。

・地域の実情に即したブロードバンドの利用環境の向上
のための技術，手法等を調査，検討します。
・直島町と綾川町は，ブロードバンド基盤の効果的な整
備を推進します。
・圏域内のブロードバンドの活用について，情報交換，
調査，検討等を行います。

　さぬき市，土庄町，小豆島町および直島町における
整備状況等について情報収集を行った。
　香川県超高速ブロードバンド整備推進協議会におい
て，県内の状況を確認した。

継
続

(1)中心市街地における
直売所の整備および活
用

● ● ● ● ● ● ●

　中心市街地における中央商店街等への地場産品の直売
所の整備等を支援し，圏域内の生産者との連携を図っ
て，その活用に取り組みます。

　中央商店街空き店舗活用事業補助，商店街振興組合等
が実施する中央商店街の空き店舗を活用したにぎわい創
出事業への一部補助などにより，中心市街地における中
央商店街等への直売所の整備等を支援します。

　直売所を活用した連携市町の特産品等の販売を促進
し，中心市街地に集う消費者による消費拡大を図りま
す。

　本市が改装費補助を行い，平成２２年５月にオープ
ンした「さぬき産業工芸館サン・クラッケ」では，地
場産品の販売展示や情報発信などの事業を行い，連携
市町を始め，県内の地場産品の認知度向上に努めた。

継
続

(2)特産品の周知宣伝等 ● ● ● ● ● ● ●

　様々な機会をとらえ，圏域内の特産品に関する周知宣
伝活動を行います。

　連携市町の特産品等に関する周知宣伝活動を支援しま
す。

　各市町の特産品について，中心市の区域内での消費拡
大につなげるための周知宣伝活動を行います。

　平成２５年２月２３，２４日にサンメッセ香川大展
示場ほかで開催された「たかまつ食と農のフェスタ２
０１３」（同実行委員会主催）において，連携市町に
参加者を募り，特産品の販売およびＰＲを行った。
　綾川町「育農クラブ」
　さぬき市「飯田農園」，「さぬきワイナリー」，
「ひまわり生活研究グループ」
　直島町「ＮＰＯ法人直島町観光協会」
　三木町から「観光農園森のいちご」
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１５　自
然体験等
を通じた
住民の交
流の促進

継
続

自然体験等を通じた住
民の交流の促進

● ● ● ● ● ● ●

　自然体験等を盛り込んだイベントを開催し，圏域内の
児童・生徒等の参加を誘致します。

　連携市町が実施するイベントについて，中心市の住民
に周知・啓発を行います。

　自然体験等を盛り込んだイベント等を開催し，圏域内
の児童，生徒等の参加を促進します。

　連携市であるさぬき市からの依頼により，「さぬき
市合併１０周年記念事業」（さぬき市里山チャレンジ
３０等）について，平成２４年７月から２５年３月の
間で，本市庁舎内でのチラシ配置を行い，本市市民に
対し周知・啓発を行った。

１６　文
化的資産
の活用

継
続

文化的資産の活用 ● ● ● ●

・高松市と土庄町，小豆島町は，菊池寛記念館，小豆島
尾崎放哉記念館（尾崎放哉資料館），壺井栄文学館の連
携，活用に取り組みます。
・高松市と土庄町，小豆島町は，文化的資産の活用を推
進する連絡会を設置し，圏域内の文化的資産を調査，研
究，把握します。
・高松市と土庄町，小豆島町は，ＰＲ資料を作成し，関
係資料とともに各館に置くなど，相互にＰＲに努めま
す。
・高松市とさぬき市，東かがわ市は，圏域内の四国八十
八箇所霊場および遍路道について，パンフレットへの掲
載や・インターネット等により，情報発信を行います。

・文化的資産の活用を推進する連絡会を設置し，運営し
ます。
・文化的資産の活用を推進する連絡会で，連携する文化
的資産のＰＲ資料を作成して配布するなど，事業を推進
します。
・菊池寛記念館を始めとする市内や近隣の文化的資産を
調査するとともに，土庄町や小豆島町の文化的資産との
連携を図ります。
・四国八十八箇所霊場および遍路道についての情報の取
りまとめや，パンフレット，市ホームページへの掲載お
よび配布により，情報発信を行います。

・土庄町，小豆島町は，小豆島尾崎放哉記念館（尾崎放
哉資料館）や壺井栄文学館を始めとする土庄町，小豆島
町の文化的資産を調査するとともに，高松市の文化的資
産との連携を図ります。
・土庄町，小豆島町は，文化的資産の活用を推進する連
絡会の運営に参加します。
・さぬき市，東かがわ市は，圏域内の四国八十八箇所霊
場および遍路道についての文化財情報の提供や，パンフ
レットの配布，市ホームページへの掲載により，情報発
信を行います。

　【文化財課】
　文学館交流ＰＲ誌を継続的に３館に設置し来館者に
配布するとともに，コミュニティセンター，観光案内
所や圏域内の教育・文化施設，全国の文学館等に随時
配布し，３館の知名度向上を図り，圏域の連携・交流
が深まるよう努めた。
　小豆島尾崎放哉記念館や壺井栄文学館を始めとする
土庄町，小豆島町と高松市の文化的資産との連携を図
り，継続的に文化的交流が深まるよう努めた。

１４　中
心市街地
における
直売所の
整備およ
び活用
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平成２４年度　取組実績施策に係る取組（事業）
区
分

政
策
分
野

施　策 甲「中心市」の役割 乙「連携市町」の役割

連携市町

事　業　概　要

　（こころの劇場）
　高松市とさぬき市，土庄町，小豆島町，三木町，直島
町，綾川町が，共同して文化芸術事業を主催し，圏域内
の児童，生徒等を招待します。

　高松市文化芸術ホール（サンポートホール高松）等を
活用した文化芸術事業を企画立案，実施します。
　これらの事業において，圏域内の児童，生徒等が入場
料無料で鑑賞できる機会を作ります。
　圏域内の児童，生徒等の招待について，周辺各市町に
周知するとともに，全体の取りまとめを行います。

　さぬき市，土庄町，小豆島町，三木町，直島町，綾川
町は，高松市文化芸術ホール（サンポートホール高松）
等を活用した文化芸術事業について，市・町内の児童，
生徒等への周知を行い，鑑賞希望者数を取りまとめて高
松市へ通知するとともに，鑑賞当日の引率等を行いま
す。

（美術館学習）
　高松市美術館において，圏域内の児童を対象とした美術館
学習を実施します。

　美術館の機能を活用し，美術鑑賞学習（常設展・特別
展の鑑賞）や施設見学，館内作品探検等の体験学習を実
施するとともに，美術館学習について，周辺各市町に周
知します。

　美術館学習について，市・町内の小学校へ周知を行
い，参加希望を募り，高松市へ通知します。

（デリバリーアーツ）
　さぬき市，直島町において，住民が気軽に文化芸術に
親しめるよう，公民館などの住民の身近なところで優良
な文化芸術の出前公演を行います。

　文化芸術の出前公演について，公演メニューを企画
し，関係市町（さぬき市および直島町）に周知します。
また，出演者との契約および広報・宣伝などを行いま
す。

　さぬき市，直島町は，文化芸術の出前公演について，
協力団体の募集・選定を行い，高松市へ通知するととも
に，広報・宣伝などの協力を行います。

１８　瀬
戸内国際
芸術祭関
連事業の
実施

継
続

瀬戸内国際芸術祭関連
事業の実施

● ● ●

　瀬戸内国際芸術祭関連事業を実施します。 ・芸術祭の会場の一部となる男木島に芸術祭のコンセプ
トに沿ったデザインの施設を整備し，交流の拠点等とし
て活用します。
・芸術祭開催期間中に，芸術祭の趣旨にかなう文化芸術
事業を実施します。
・芸術祭の開催年度以外の年度には，芸術祭の開催効果
の持続に取り組みます。

・芸術祭開催期間中に，土庄町，小豆島町，直島町で芸
術祭の趣旨にかなう文化芸術事業を実施します。
・芸術祭の開催年度以外の年度には，芸術祭の開催効果
の持続に取り組みます。

　総務省からの定住自立圏モデル事業への補助金を活
用し，「瀬戸・高松ブラジル音楽フェス」を開催し
た。
　実施日　平成２４年１０月７日（女木島），１０月
１４日（豊島），１１月２４日（直島町），平成２５
年３月１日（サンポートホール高松大ホール），３月
２，３日（高松中央商店街）
　来場者数：３，５５０人

k
そ
の
他

１９　図
書館サー
ビスの提
供

継
続

移動図書館の開設 ●

　高松市が，直島町へ市所有の移動図書館車を派遣し，
図書の貸出・返却，リクエスト対応などの図書館サービ
スを提供します。
　

　市所有の移動図書館車を派遣し，図書の貸出・返却，
リクエスト対応などの図書館サービスを提供します。

　移動図書館ステーションを設置するなど，移動図書館
の利用に関し必要な対応を行います。

　移動図書館車での貸出状況等
　　新規登録者数　　　１８人
　　貸出実績
　　【２ステーション合計】
　　貸出人数　　６０４人（平均　５０人/月）
　　貸出実績５，５１３冊（平均４５９冊/月）
　広報活動  直島町広報誌にて，移動図書館の巡回
　　　　　　日程等を町民に周知

２０　圏
域情報の
発信およ
び共有化

継
続

圏域情報の発信および
共有化

● ● ● ● ● ● ●

　各市町のホームページ，広報紙，印刷物等を活用し，
圏域内で行われる参加型のイベント等について，圏域内
外への情報発信と情報共有を行います。

・圏域内の地域情報を集約して連携市町に提供します。
・市の各種広報媒体を活用して圏域内外へ地域情報を発
信します。
・圏域内の地域情報の発信および共有化に関し，総合的
な推進と調整を行います。

・各市町の地域情報を，圏域内の各種広報媒体掲載用と
して高松市に提供します。
・各市町の各種広報媒体を活用して圏域内外へ地域情報
を発信します。

　ホームページによる圏域市町のイベント情報の発信
について，各市町のホームページ（観光・イベント情
報ページ）を相互リンクする手法により，実施可能か
どうかの検討を行った。

２１　高
松市屋島
陸上競技
場の活用

継
続

高松市屋島陸上競技場
の活用

● ● ● ● ● ● ●

　高松市が再整備する高松市屋島陸上競技場（以下「競
技場」という。）を圏域のスポーツ振興等の拠点施設と
して活用を図ります。

・競技場の設置者として，競技場を再整備し，管理運営
します。
・関係団体等と連携し，競技場において圏域内の住民が
参加する競技会や各種イベント等を開催します。

・関係団体等と連携し，競技場において圏域内の住民が
参加する競技会や各種イベント等を開催します。
・競技会，各種イベント等への参加を始め，連携市町の
住民による競技場の施設利用を促進します。

　実施設計
　解体工事
　用地購入

継
続

(1)環境学習の推進 ● ● ● ● ● ● ●

　環境意識の向上を図るため，環境ワークショップ等を
活用し，環境学習を通じた圏域住民の交流を推進しま
す。

　圏域住民を対象に，環境ワークショップ等を開催しま
す。

　高松市が実施する環境ワークショップ等について，圏
域内の住民に周知します。

　小豆島町（環境衛生課）と連携しながら，同町が開
催した衛生委員を対象とした勉強会に講師を派遣し，
参加者の環境意識の向上とネットワークの強化に努め
た。（テーマ：廃棄物減量とリサイクルの推進　　参
加人数：３６人）

継
続

(2)環境負荷の尐ない自
動車の普及促進

● ● ● ● ● ● ●

　次世代自動車の優れた環境性能の情報提供などによ
り，環境負荷の尐ない自動車の普及促進に取り組みま
す。

　次世代自動車の優れた環境性能などに関する情報につ
いて，ホームページ等で発信するとともに，連携市町に
提供します。

　各種広報媒体を活用して，次世代自動車の優れた環境
性能などに関する情報を発信します。

　公用車に電気自動車２台を率先導入し，走行実績に
伴う温室効果ガス削減量等の情報をホームページで発
信した。

新
規

(3)使用済小型電子機器
等リサイクル事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　デジタルカメラや携帯ゲーム機などの使用済小型電子
機器等のリサイクルに取り組みます。

　連携市町との情報交換や課題等の検証を行い，連携し
て使用済小型電子機器等のリサイクルを推進します。

　高松市と連携して使用済小型電子機器等のリサイクル
を推進します。

２３　地
域密着型
トップス
ポーツ
チームの
試合観戦
機会等の
提供

継
続

地域密着型トップスー
ツチームの試合観戦機
会等の提供

● ● ● ● ● ● ●

　圏域内の児童，生徒等に地域密着型トップスポーツ
チームの試合観戦の機会等を提供します。

　地域密着型トップスポーツチームの試合の観戦イベン
トを企画・実施し，圏域内の児童，生徒等を招待しま
す。

　地域密着型トップスポーツチームの試合の観戦イベン
トに，高松市と共同で，市町内の児童，生徒等を招待し
ます

　実施回数・観客数
　　ｵﾘｰﾌﾞｶﾞｲﾅｰｽﾞ２回・４２人
　　ｶﾏﾀﾏｰﾚ讃岐２回・８６人
　　ﾌｧｲﾌﾞｱﾛｰｽﾞ１６回・1,133人
　　ｱｲｽﾌｪﾛｰｽﾞ１回・３０人
　　　　　　　　　　　　計２１回
　　観客数　　１，２９１人

k
そ
の
他

●

１７　文
化芸術鑑
賞等の機
会の提供

継
続

文化芸術鑑賞機会等の
機会の提供
※「文化芸術事業の出
前公演」および「美術
館学習」を含む

● ● ●● ●●

　【文化芸術振興課】
　サンポートホール高松の指定管理者である公益財団
法人高松市文化芸術財団および高松市教育委員会と連
携して，サンポートホール高松において，劇団四季こ
ころの劇場『ガンバの大冒険』の小学生招待公演を実
施した。
　実施日：平成２５年２月１８～２０日
　　　　　各２回公演（１８日のみ１回公演）
　場所：　サンポートホール高松　大ホール
　内容：　劇団四季ミュージカル
　　　　　『ガンバの大冒険』の公演
　参加者：市内および連携１市５町（さぬき市・土庄
町・小豆島町・三木町・直島町・綾川町）の小学６年
生および引率教員等　　　５,３０５人
　【学校教育課】
　劇団四季こころの劇場『ガンバの大冒険』高松公演
の参加校引率教員を対象に，１２月２０日にサンポー
トホール高松において打合せ会を行った。
　

j
文
化
芸
術

２２　環
境への配

慮
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さ
ぬ
き
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木

直
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川

平成２４年度　取組実績施策に係る取組（事業）
区
分

政
策
分
野

施　策 甲「中心市」の役割 乙「連携市町」の役割

連携市町

事　業　概　要

【圏域マネジメント能力の強化】

さ
ぬ
き

東
か
が
わ

土
庄

小
豆
島

三
木

直
島

綾
川

ｌ
圏
域
内
市
町
の
職
員

等
の
交
流

２４　職
員の交
流・人材
育成等

継
続

合同研修等の実施 ● ● ● ● ● ● ●

　圏域外から専門講師等を招へいするなどして合同研修
等を行います。

・連携町の職員に高松市が実施する研修に参加する機会
を提供します。
・必要に応じ，研修の講師として圏域外の専門家の招へ
い等を行います。

　高松市の取組を活用して連携町の職員の能力および資
質の向上を図ります。

　業務改善能力や実践的政策形成能力を高めるための
研修を始め，行政環境の変化に対応できる幅広い視野
を養うための教養講演会を合同で実施し，圏域内市町
職員の能力・資質の向上を図った。

【参加人数】
　業務改善能力向上研修
　　（高松市１９人，連携市町６人）
　政策形成能力向上研修
　　（高松市１７人，連携市町４人）
　OJT研修
　　（高松市１７人，連携市町６人）
　政策評価能力向上研修
　　（高松市２２人，連携市町５人）
　教養講演会
　　（高松市９５人，連携市町１７人）

２５　大
学等との
連携

継
続

取組事項の研究交流 ● ● ● ● ● ● ●

　圏域内の大学等（香川大学，高松大学，香川高等専門
学校，徳島文理大学など）と相互に連携して，瀬戸・高
松広域定住自立圏の取組事項等に関する研究交流を行い
ます。

・圏域内の大学等と連携協力して，取組事項等について
の調査研究を行います。
・その成果を取りまとめて，連携市町や関係機関に周知
します。
・その成果を活用することにより，取組事項の効果的な
実施を図ります。

　圏域内の大学等と連携協力して行う取組事項について
の調査研究に協力し，その成果を活用することにより，
取組事項の効果的な実施を図ります。

　平成２３年度に引き続き，「団塊世代の活用策検討
事業」を実施した。

２６　市
民活動団
体等との
協働

継
続

協働企画提案事業 ● ● ● ● ● ● ●

　市民活動団体等の持つ専門性・先駆性・柔軟性などの
特性を生かした企画提案型の事業を募集し，行政と市民
活動団体等とが協働のパートナーとして，共通の目的を
持ってひとつの事業を協働して実施することにより，一
層の住民サービスの向上を目指します。

　提案の募集，選考・採択した事業を実施することによ
り，市民活動団体等との協働を推進します。

　協働企画提案事業について，市民活動団体等に周知す
るとともに，市町内の市民活動団体等の育成に努めま
す。

　２つのテーマ部門で，年２回募集したが，連携市町
からの応募は無かった。
　
　課題テーマ部門
　　応募　７件，採択　４件
　自由テーマ部門
　　応募　７件，採択　２件

平成２４年度　取組実績
区
分

施　策 乙「連携市町」の役割甲「中心市」の役割

m
そ
の
他

政
策
分
野

事　業　概　要

連携市町

施策に係る取組（事業）
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